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は
じ
め
に

　
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
神
話
は
、
皇
室
や
諸
氏
族
に
伝
わ
る
神
話
・
伝
承
を
も
と
に
、
大
和
政
権
が
統
治
体
制
や
宮

廷
祭
祀
を
と
と
の
え
る
過
程
で
整
理
さ
れ
、
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
神
話

の
形
成
期
に
お
い
て
有
力
な
｝
氏
族
で
あ
っ
た
物
部
氏
の
伝
承
と
そ
の
伝
承
の
痕
跡
を
記
紀
神
話
に
探
る
こ
と
で
、
日
本
神
話
の
成
り
立
ち

の
一
部
を
明
ら
か
に
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
主
に
剣
に
ま
つ
わ
る
神
話
と
物
部
氏
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
そ
し
て
、

そ
の
過
程
で
、
剣
に
よ
る
国
土
平
足
の
伝
承
が
物
部
氏
と
関
わ
り
が
深
く
、
ま
た
実
際
に
も
物
部
氏
は
剣
の
製
作
に
深
く
携
わ
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。

　
物
部
氏
と
関
わ
り
が
深
い
と
思
わ
れ
る
話
の
一
つ
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
神
話
が
あ
る
。
以
前
に
私
は
そ
の
成

り
立
ち
に
つ
い
て
考
え
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
た
。
（
注
1
）
。

・
こ
の
神
話
の
舞
台
は
出
雲
だ
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
活
躍
す
る
範
囲
は
出
雲
の
中
で
も
と
り
わ
け
大
和
と
関
わ
り
が
深
い
道
に
沿
っ
た
地
域
に

限
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
南
か
ら
出
雲
に
入
り
、
大
和
に
奉
納
す
る
た
め
の
玉
を
生
産
し
て
い
た
玉
作
の
地
へ
と
赴
く
道
で

あ
る
。
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・
ま
た
、
こ
の
神
話
は
し
ば
し
ば
鉄
文
化
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
古
代
の
出
雲
で
は
、
大
規
模
な
鉄
生
産
が
行
わ
れ
て
は
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

・
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
神
話
は
も
と
も
と
出
雲
土
着
の
伝
承
で
は
な
く
、
大
和
の
物
部
氏
が
そ
の
原
型
と
も
言
う
べ
き
伝
承
を
持
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
伝
承
が
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
に
出
雲
の
斐
伊
川
流
域
を
舞
台
と
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
物
部

氏
が
出
雲
へ
進
出
し
、
玉
作
へ
赴
く
道
を
掌
握
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

・
ま
た
、
そ
の
後
玉
作
の
地
は
大
和
政
権
の
支
配
下
に
お
い
て
忌
部
氏
の
管
轄
下
に
入
っ
た
。
神
話
の
中
で
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
た

ス
サ
ノ
ヲ
が
、
獲
得
し
た
剣
を
天
に
献
上
し
て
し
ま
う
行
為
は
、
忌
部
氏
の
管
轄
下
で
玉
を
生
産
し
、
奉
納
す
る
と
い
っ
た
そ
の
土
地
の
性

格
か
ら
結
び
つ
い
た
発
想
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
出
雲
南
部
か
ら
玉
作
へ
赴
ぐ
と
し
て
想
定
し
た
道
は
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
巻
末
に
記
載
さ
れ
て
い
る
公
道
の
一
部
で
あ
る
。

意
宇
郡
玉
作
の
地
か
ら
、
南
に
進
ん
で
大
原
郡
に
入
り
、
大
原
郡
家
を
経
て
東
南
に
進
ん
で
、
仁
多
郡
に
入
る
道
で
あ
る
。
仁
多
郡
家
か
ら

は
東
に
進
み
伯
書
国
に
出
る
道
と
、
南
に
進
み
備
後
国
に
出
る
道
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。

　
こ
の
道
が
通
る
意
宇
郡
・
大
原
郡
・
仁
多
郡
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
大
原
郡
で
あ
る
。
こ
の
地
は
、
出
雲
国
の
ち
ょ
う
ど
中
央
と
も
言

う
べ
き
場
所
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
こ
に
は
大
和
と
の
関
係
が
う
か
が
え
る
よ
う
な
古
墳
も
見
え
る
。
ま
た
、
最
も
興
味
深
い
の
は
、
『
出
雲

国
風
土
記
』
に
お
い
て
こ
の
地
を
流
れ
る
川
が
「
斐
伊
川
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
川
は
後
で
述
べ
る
よ
う
に
上
流
と
下
流

で
は
呼
び
方
が
異
な
っ
て
お
り
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
に
お
い
て
中
流
域
の
名
称
で
あ
る
「
斐
伊
川
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
大

変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
大
原
郡
内
の
斐
伊
川
の
流
域
、
及
び
そ
れ
に
近
接
し
た
公
道
に
沿
っ
て
、
大
和
と
関
わ
り
が
深
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
場
所
が

幾
つ
か
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
所
に
お
い
て
た
び
た
び
触
れ
て
き
た
（
注
2
）
。
た
だ
し
、
大
原
郡
そ
の
も
の
の
特
徴
に
つ
い
て
、

く
わ
し
く
取
り
上
げ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
改
め
て
こ
の
地
域
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
主
に
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
記

述
を
見
な
が
ら
、
こ
の
地
が
ど
う
い
っ
た
特
色
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
検
討
し
て
み
た
い
。
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ま
ず
、
「
斐
伊
川
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
記
紀
に
お
い
て
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
コ
皇
雫
記
』
に
よ
れ
ば
「
肥
の
河
上
」
の
「
鳥
髪
」
と
い

う
地
に
、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
に
よ
れ
ば
「
簸
の
川
上
」
、
あ
る
い
は
「
簸
の
川
上
」
の
「
鳥
上
の
峯
」
に
降
り
立
っ
た
と
さ
れ

る
。
現
在
島
根
県
を
流
れ
る
斐
伊
川
は
、
船
通
山
（
鳥
上
山
）
か
ら
ほ
ぼ
西
北
に
流
れ
て
出
雲
市
で
向
き
を
東
に
変
え
て
宍
道
湖
に
注
い
で

い
る
が
、
昔
は
出
雲
国
を
東
南
か
ら
西
北
へ
と
な
な
め
に
走
り
、
出
雲
西
部
の
神
門
の
水
海
に
至
っ
て
い
た
。
こ
の
川
の
全
貌
に
つ
い
て
は

『
出
雲
国
風
土
記
』
出
雲
郡
の
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
出
雲
の
大
川
　
源
は
伯
者
と
出
雲
と
二
つ
の
国
の
堺
な
る
鳥
上
山
よ
り
出
で
、
流
れ
て
仁
多
の
郡
横
田
の
村
に
出
で
、
即
ち
横
田
・
三

　
　
処
・
三
澤
・
布
勢
等
の
四
つ
の
郷
を
経
て
、
大
原
の
郡
の
堺
な
る
引
沼
の
村
に
出
で
、
即
ち
来
次
・
斐
伊
・
屋
代
・
神
原
等
の
四
つ
の

　
　
郷
を
経
て
、
出
雲
の
郡
の
堺
な
る
多
義
の
村
に
出
で
、
河
内
・
出
雲
の
二
つ
の
郷
を
経
て
、
北
に
流
れ
、
更
に
折
れ
て
西
に
流
れ
て
、

　
　
即
ち
伊
努
・
杵
築
の
二
つ
の
郷
を
経
て
、
神
門
の
水
海
に
入
る
。
此
は
則
ち
、
謂
は
ゆ
る
斐
伊
の
川
の
下
な
り
。
河
の
両
辺
は
、
或
は

　
　
土
地
豊
沃
え
て
、
五
穀
、
桑
・
麻
稔
り
て
枝
を
頗
け
、
百
姓
の
膏
膜
な
る
薗
な
り
。
或
は
土
体
豊
沃
え
て
、
草
木
叢
れ
生
ひ
た
り
。
則

　
　
ち
、
年
魚
・
鮭
・
麻
須
・
伊
具
比
・
肪
・
鰹
等
の
類
あ
り
て
、
潭
濡
に
双
び
泳
げ
り
。
河
の
口
よ
り
河
上
の
横
田
の
村
に
至
る
間
の
五

　
　
つ
の
郡
の
百
姓
は
、
河
に
便
り
て
居
め
り
。
（
出
雲
・
神
門
・
飯
石
・
仁
多
・
大
原
の
郡
な
り
。
）
孟
春
よ
り
起
め
て
季
春
に
至
る
ま
で
、

　
　
材
木
を
校
へ
る
船
、
河
中
を
沿
源
れ
り
。

　
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、
こ
の
川
は
、
下
流
に
お
い
て
出
雲
大
川
と
呼
ば
れ
、
上
は
鳥
上
山
か
ら
流
れ
、
仁
多
郡
↓
大
原
郡
↓
出
雲
郡
と
流

れ
て
出
雲
西
部
の
神
門
の
水
海
に
注
い
で
い
た
。
そ
こ
で
、
仁
多
郡
や
大
原
郡
に
お
け
る
斐
伊
川
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
る
と
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
横
田
川
　
源
は
郡
家
の
東
南
の
か
た
光
五
里
な
る
鳥
上
山
よ
り
出
で
て
北
に
流
る
。
謂
は
ゆ
る
斐
伊
の
河
の
上
な
り
。
（
年
魚
少
少
し

　
　
く
あ
り
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仁
多
郡
）

　
室
原
川
　
源
は
郡
家
の
東
南
の
か
た
計
六
里
な
る
室
原
山
よ
り
出
で
て
北
に
流
る
。
此
は
則
ち
謂
は
ゆ
る
斐
伊
の
大
河
の
上
な
り
。
（
年

　
魚
・
麻
須
・
肪
・
鰹
等
の
類
あ
り
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仁
多
郡
）

　
　
斐
伊
の
川
　
郡
家
の
正
西
五
十
七
歩
な
り
。
西
に
流
れ
て
出
雲
の
郡
多
義
の
村
に
入
る
。
（
年
魚
・
麻
須
あ
り
。
）
　
　
　
（
大
原
郡
）

　
こ
れ
ら
を
概
観
す
る
と
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
編
纂
当
時
に
お
い
て
、
こ
の
川
は
地
域
に
よ
っ
て
呼
び
方
が
違
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
上
流
は
横
田
川
と
室
原
川
、
中
流
は
斐
伊
川
、
下
流
は
出
雲
大
川
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
水
野
祐
氏
は
、
二
般
に
は
出
雲
国
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内
の
代
表
と
し
て
、
人
口
に
瞼
菱
さ
れ
て
い
る
「
斐
伊
川
」
と
い
・
2
舶
称
も
、
出
雲
国
内
に
あ
っ
て
は
、
実
は
こ
の
大
河
の
ご
く
一
部
分
に

限
ら
れ
た
、
中
流
域
の
大
原
郡
内
と
い
う
、
一
地
域
的
な
名
称
で
あ
り
、
こ
の
日
本
人
の
間
で
有
名
な
川
の
名
称
は
元
来
「
出
雲
大
川
」
の

中
流
域
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
（
注
3
）
。

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
各
地
域
ご
と
の
呼
び
方
が
違
っ
て
い
る
の
は
、
不
統
一
に
記
載
を
し
て
し
ま
っ
た
た
め
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
水
野
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
郡
司
が
忠
実
に
事
実
を
記
載
し
、
編
纂
者
が
そ
れ
ら
を
尊
重
し
て

実
を
伝
え
る
べ
く
編
纂
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
川
の
呼
び
名
が
事
実
に
忠
実
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
斐
伊
川
の
中
流
域
で
境
を
接
す
る
飯
石
郡
と
大
原
郡
の
記
述
か
ら
も
う
か
が

え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
の
境
ま
で
の
距
離
に
つ
い
て
の
記
載
を
見
る
と
、
飯
石
郡
の
条
に
は
「
大
原
の
郡
の
堺
な
る
斐
伊
の
川
の
辺
に
通
る

は
、
升
九
里
一
百
八
十
歩
な
り
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
と
境
を
接
す
る
大
原
郡
側
の
記
述
を
見
る
と
、
「
飯
石
の
郡
の
堺
な
る
斐
伊
の
河
の
辺
に

通
る
は
、
五
十
七
歩
な
り
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
川
の
下
流
域
で
境
を
接
す
る
出
雲
郡
と
神
門
郡
に
つ
い
て
、
出
雲
郡
の
条
で
は
「
神
門

の
郡
の
堺
な
る
出
雲
の
大
河
の
辺
に
通
る
は
、
二
里
六
十
歩
な
り
。
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
神
門
郡
の
記
述
を
見
る
と
、
「
出
雲
の
郡
の
堺
な

る
出
雲
の
大
川
の
辺
に
通
る
は
、
七
里
升
五
歩
な
り
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
中
流
と
下
流
で
厳
密
に
名
前
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
さ
ら
に
、
巻
末
に
記
さ
れ
た
出
雲
国
の
公
道
と
里
程
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
て
も
、
大
原
郡
家
か
ら
南
西
の
道
を
進
む
と
、
川
の
中
流
域

に
至
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
五
十
七
歩
に
し
て
、
斐
伊
の
川
に
至
る
。
」
と
あ
る
。
一
方
で
「
玉
作
の
街
」
か
ら
西
に
進
む
公
道
を

見
て
い
く
と
、
出
雲
郡
家
を
通
っ
て
さ
ら
に
西
へ
進
ん
だ
と
き
に
さ
き
ほ
ど
の
川
の
下
流
に
い
た
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
は
「
二
里
六
十
歩

に
し
て
、
郡
の
西
の
堺
な
る
出
雲
の
河
に
至
る
。
」
と
あ
り
、
や
は
り
こ
こ
で
も
き
ち
ん
と
名
前
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
呼
び
方
は
、
各
郡
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
出
雲

郡
の
河
内
の
郷
に
つ
い
て
の
説
明
の
中
で
、
「
斐
伊
の
大
河
、
此
の
郷
の
中
を
西
に
流
る
。
故
、
河
内
と
い
ふ
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
る
。
河
内
郷
は
大
原
郡
と
境
を
接
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
出
雲
郡
内
に
お
い
て
こ
の
川
の
一
番
上
流
に
位
置
す
る
の
は
河

内
郷
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
河
内
郷
の
記
述
の
中
で
川
の
名
前
が
「
斐
伊
の
大
河
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
は
ま
だ
出
雲
郡
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に
入
っ
て
は
い
て
も
、
急
に
出
雲
大
川
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
『
風

土
記
』
大
原
郡
の
条
に
は
、
大
原
郡
内
を
流
れ
る
海
潮
川
、
須
我
小
川
、
佐
世
小
川
、
幡
屋
小
川
に
つ
い
て
、
「
右
の
四
つ
の
水
合
ひ
、
西
に

流
れ
て
出
雲
の
大
河
に
入
る
。
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
を
見
る
と
、
四
つ
の
川
は
合
流
し
た
後
大
原
郡
内
で
「
出
雲
の
大
河
」
と
い
う
川
に
注

い
で
し
ま
う
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
が
、
［
西
に
流
れ
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
つ
の
川
が
こ
の
大
河
に
合
流
し
た
後
、
出
雲
郡
河
内
郷
を

西
に
流
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
は
「
出
雲
の
大
河
」
と
な
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
記
述
か
ら
も
ま
た
、
出

雲
郡
に
入
っ
た
こ
と
で
が
ら
り
と
名
称
が
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
一
本
の
川
の
各
地
域
で
の
呼
び
名
に
つ
い
て
整
理
し
て
見
て
き
た
が
、
再
び
出
雲
郡
の
出
雲
大
川
に
つ
い
て
の
記

述
を
見
た
い
。
こ
こ
で
は
、
出
雲
大
川
の
流
れ
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
、
「
此
は
則
ち
、
謂
は
ゆ
る
斐
伊
の
川
の
下
な
り
。
」
（
…
此
則
　
所
謂

斐
伊
川
下
也
）
と
い
う
文
が
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仁
多
郡
の
条
に
つ
い
て
も
見
て
み
る
と
、
上
流
の
横
田
川
と
室
原
川
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
「
謂
は
ゆ
る
斐
伊
の
河
の
上
な
り
。
」
「
此
は
則
ち
謂
は
ゆ
る
斐
伊
の
大
河
の
上
な
り
。
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
風
土
記
は
官
命
に
応
え
て
編
纂
さ
れ
、
撰
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
編
纂
事
情
を
改
め
て
踏
ま
え
た
時
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
に

お
い
て
「
○
○
川
と
は
、
世
に
言
う
と
こ
ろ
の
斐
伊
川
の
下
流
（
ま
た
は
上
流
）
に
あ
た
る
の
だ
」
と
い
う
説
明
が
わ
ざ
わ
ざ
入
る
と
い
う

こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
書
が
編
纂
さ
れ
た
八
世
紀
の
時
点
で
、
大
和
で
は
こ
の
川
の
名
が
「
斐
伊
川
」
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
風
土
記
が
編
纂
さ
れ
た
時
期
に
は
、
「
斐
伊
川
」
が
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
の
舞
台
と
し
て
、
広
く
知
ら
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
記
紀
に
お
い
て
ス
サ
ノ
ヲ
が
降
り
立
っ
た
場
所
と
し
て
な
ぜ
、
「
出
雲
川
の
上
流
」
で
は
な
く
、
「
ヒ
ノ
カ
ワ
」
と

い
う
大
原
郡
で
の
呼
び
名
が
採
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二

こ
こ
で
改
め
て
大
原
郡
と
い
う
土
地
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
原
郡
は
神
原
郷
屋
代
郷
、
屋
裏
郷
、

佐
世
郷
、
阿
用
郷
、
海
潮
郷
、
来
次
郷
、
斐
伊
郷
の
八
つ
の
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郷
か
ら
な
る
。
ま
た
、
「
大
原
」
と
い
う
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
大
原
と
号
く
る
所
以
は
、
郡
家
の
東
北
の
か
た
一
十
里
一
百
一
十
六
歩
に
田
一
十
町
ば
か
り
あ
り
て
、
平
原
な
り
。
故
、
号
け
て
大
原

　
　
と
い
ふ
。
往
古
の
時
、
此
処
に
郡
家
あ
り
き
。
，
今
も
猶
旧
の
追
に
大
原
と
号
く
。
（
今
郡
家
あ
る
処
は
、
号
を
斐
伊
の
村
と
い
ふ
。
）

ま
た
、
斐
伊
郷
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
斐
伊
の
郷
　
郡
家
に
属
け
り
。
樋
速
日
子
命
、
此
処
に
坐
す
。
故
、
樋
と
い
ふ
。
（
神
亀
三
年
、
字
を
斐
伊
と
改
む
。
）

　
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
編
纂
時
に
は
大
原
郡
家
は
斐
伊
の
村
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
以
前
は
別
の
場
所
、

大
原
と
い
う
地
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
平
原
に
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
旧
郡
家
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
諸
本
で
は
、
方
角
が
「
正
西
」
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
（
注
4
）
。
た
だ
し
、
「
正
西
一
十
里
一
百
一
十
六
歩
」
の
通
り
に
進
む
と
飯
石
郡
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
大
原
郡

の
屋
裏
の
郷
に
つ
い
て
の
記
述
で
「
郡
家
の
東
北
の
か
た
一
十
里
一
百
一
十
六
歩
な
り
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
郡
家
の
位
置
を
「
東
北
」

と
解
す
る
校
訂
が
多
く
私
も
こ
れ
に
従
い
た
い
。
ま
た
、
こ
の
屋
裏
郷
に
は
新
造
院
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
風
土
記
編
纂
時
の
大
原
郡
の

少
領
額
田
部
伊
去
美
の
従
父
兄
で
前
の
少
領
で
あ
っ
た
額
田
部
臣
押
嶋
が
造
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
額
田
部
が
こ
の
屋
裏

郷
を
本
拠
に
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　
関
和
彦
氏
は
、
旧
郡
家
が
屋
裏
郷
に
置
か
れ
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
背
景
に
困
屋
裏
郷
が
大
原
郡
と
国
庁
の
置
か
れ
て
い
た
意
宇
郡
を
結

ぶ
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
5
）
。

　
　
立
昼
子
郡
（
国
庁
丑
墨
干
郡
家
）
か
ら
み
て
屋
裏
の
地
は
山
を
越
え
た
雲
南
地
域
へ
の
入
口
に
当
た
る
場
所
で
あ
り
、
そ
の
政
治
的
側
面

　
　
に
お
け
る
役
割
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
ら
に
目
を
広
げ
れ
ば
吉
備
（
備
後
）
世
界
へ
の
最
短
路
の
入
口
を
占
め
て
い

　
　
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。

ま
た
、
郡
家
が
移
動
し
て
斐
伊
郷
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
が
意
宇
郡
、
出
雲
郡
、
飯
石
郡
、
仁
多
郡
へ
の
道
が
交
わ

る
場
所
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
大
原
「
前
期
郡
家
」
の
所
在
地
は
あ
く
ま
で
出
雲
国
庁
・
意
宇
郡
家
と
郡
家
を
結
ぶ
と
い
う
環
境
立
地
で
あ
っ
た
が
、
大
原
「
後
期
郡

　
　
家
」
の
所
在
地
は
律
令
国
家
が
雲
南
三
郡
支
配
を
念
頭
に
お
い
て
選
定
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
関
氏
は
こ
の
「
後
期
郡
家
」
の
成
立
を
も
っ
て
雲
南
地
域
の
伝
路
が
完
成
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
郡
家
の
設
置
場
所
の
選
び
方
に
、
「
古

代
国
家
の
地
方
支
配
の
浸
透
、
拡
充
」
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
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今
見
た
よ
う
な
関
氏
に
よ
る
指
摘
は
、
大
原
郡
が
出
雲
東
西
を
結
ぶ
き
わ
め
て
重
要
な
地
点
に
位
置
す
る
こ
と
を
改
め
て
想
起
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
大
変
興
味
深
い
。
た
だ
し
、
私
は
こ
の
地
を
通
る
道
は
、
よ
り
古
く
か
ら
、
大
和
か
ら
吉
備
や
伯
誉
を
通
っ
て
出
雲
へ
入
る
道

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
道
を
通
っ
て
出
雲
東
西
の
有
力
な
首
長
が
い
た
と
思
わ
れ
る
意
宇

や
出
雲
、
ま
た
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
風
土
記
に
お
い
て
忌
部
神
戸
と
呼
ば
れ
て
い
る
玉
作
の
地
へ
、
赴
い
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
ゑ

　
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
道
は
意
宇
郡
家
へ
達
す
る
前
に
、
宍
道
湖
（
風
土
記
で
は
入
海
）
に
至
る
手
前
で
「
玉
作
街
」
を
通
る
が
、
こ
の
地

の
玉
生
産
の
あ
り
か
た
は
、
古
墳
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
大
和
と
の
つ
な
が
り
が
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
注
6
）
。
ま
た
大
原
郡
、
飯
石

郡
と
い
っ
た
斐
伊
川
中
流
域
の
近
辺
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
神
原
神
社
古
墳
や
松
本
古
墳
群
と
い
っ
た
古
墳
時
代
初
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
遺
跡

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
い
ず
れ
も
吉
備
や
大
和
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
先
ほ
ど
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
海
潮
川
、
須
我
小
川
、
佐
世
小
川
、
幡
屋
小
川
が
合
流
し
「
西
に
流
れ
て
出
雲
の
大
河
に
入
る
。
」
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
た
が
、
神
原
神
社
は
こ
れ
ら
が
合
流
し
た
川
（
現
在
は
赤
川
と
い
う
）
の
南
岸
に
位
置
し
て
い
る
。
『
出
雲
国

風
土
記
』
の
（
新
）
郡
家
か
ら
は
北
に
位
置
す
る
。
ま
た
、
松
本
古
墳
群
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
で
は
飯
石
郡
に
あ
た
る
地
域
に
あ
り
、
飯

石
郡
内
を
流
れ
る
三
屋
川
と
斐
伊
川
の
合
流
点
の
付
近
に
位
置
し
て
い
る
。
大
原
郡
家
か
ら
は
斐
伊
川
を
は
さ
ん
で
西
側
の
地
に
あ
る
。
こ

れ
ら
は
出
雲
で
も
最
古
級
の
古
墳
で
あ
る
。
神
原
神
社
古
墳
は
方
墳
で
あ
り
、
多
数
の
鉄
器
と
と
も
に
「
景
初
三
年
」
の
銘
を
持
つ
三
角
縁

神
獣
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
松
本
古
墳
群
の
う
ち
、
松
本
三
号
墳
は
箸
墓
古
墳
の
相
似
形
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
や
は

り
古
く
か
ら
こ
の
地
と
大
和
と
の
関
わ
り
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

三

　
と
こ
ろ
で
、
出
雲
の
全
域
が
最
終
的
に
統
合
さ
れ
、
一
首
長
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
ら
し
い
。
六
世
紀
に
は
出
雲
の
東
西
に
そ
れ
ぞ
れ
山
代
二
子
塚
古
墳
と
大
念
寺
古
墳
と
い
う
大
き
な
古
墳
が
建
造
さ
れ
て
お
り
、

出
雲
の
東
西
に
有
力
な
首
長
が
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
出
雲
の
東
部
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
に
安
来
平
野
に
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
が
出
現
し
て
以
来
、
古
墳
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
安
来
平
野
に

継
続
的
に
古
墳
が
造
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
出
雲
の
西
部
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
西
谷
墳
墓
群
が
み
と
め
ら
れ
る
。
し
か
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し
、
古
墳
時
代
に
入
る
と
こ
の
地
に
古
墳
や
墳
丘
墓
は
造
ら
れ
ず
、
中
期
に
な
っ
て
古
墳
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
・
％
そ
し
て
、
六

世
紀
に
は
大
念
寺
古
墳
が
造
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
渡
辺
貞
幸
氏
は
、
西
部
で
は
弥
生
時
代
後
期
に
簸
川
平
野
を
中
心
と
す
る
部
族
連
合
が
あ

っ
た
も
の
が
、
そ
の
後
古
墳
の
出
現
前
夜
に
解
体
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
7
）
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
に
斐
伊
川
の

中
流
域
に
神
原
神
社
古
墳
及
び
松
本
古
墳
群
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
井
上
実
氏
は
、
六
世
紀
の
出
雲
東
部
と
西
部
の
勢
力
圏
が
、
三
屋
川
を
境
界
線
と
し
て
接
触
し
た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
、

『
出
雲
国
風
土
記
』
飯
石
郡
の
三
屋
郷
に
つ
い
て
の
記
述
に
注
目
さ
れ
て
い
る
（
注
8
）
。

　
　
三
屋
の
郷
　
郡
家
の
東
北
の
か
た
升
四
里
な
り
。
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
御
門
、
即
ち
此
処
に
あ
り
。
故
、
三
刀
矢
と
い
ふ
。
（
神
亀

　
　
三
年
、
字
を
三
屋
と
改
む
。
）
即
ち
正
倉
あ
り
。

三
屋
郷
は
大
原
郡
と
境
を
接
し
て
お
り
、
三
屋
川
は
飯
石
郡
を
流
れ
て
大
原
郡
と
の
境
で
斐
伊
川
に
合
流
す
る
。
井
上
氏
は
ま
た
、
仁
多
郡

の
条
に
、
出
雲
と
備
後
と
の
境
の
御
坂
山
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
、
こ
の
山
に
神
の
御
門
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
記
述
が
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
三
屋
郷
の
「
大
神
の
御
門
」
に
つ
い
て
も
、

　
　
こ
の
地
が
遥
拝
地
と
い
う
祭
祀
的
立
昼
義
の
ほ
か
に
、
政
治
的
勢
力
の
塊
界
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
政
治
的
意
味
を
荷
っ
た
土
地
で
あ
つ

　
　
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
・
鬼

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
原
郡
の
神
原
郷
の
記
述
に
、

　
　
古
老
の
伝
へ
て
い
へ
ら
く
、
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
御
財
を
積
み
置
き
給
ひ
し
処
な
り
。
則
ち
、
神
財
の
郷
と
謂
ふ
べ
き
を
、
今
の

　
　
人
、
猶
誤
り
て
神
原
の
郷
と
い
へ
る
の
み
。

と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
説
話
の
背
景
に
は
、
出
雲
東
西
の
均
衡
が
や
ぶ
れ
、
各
地
で
神
宝
の
接
収
が
行
わ
れ
た
と
い
う
史
実
が
あ
っ
た
と
す

る
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
背
景
を
裏
付
け
る
記
述
と
し
て
は
、
大
原
郡
の
条
に
、
オ
ホ
ア
ナ
モ
チ
が
八
十
神
を
追
い
払
っ
た

と
い
う
次
の
よ
う
な
話
が
見
え
る
。

　
・
来
次
の
郷
　
郡
家
の
正
南
八
里
な
り
。
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
八
十
神
は
青
垣
山
の
裏
に
置
か
じ
」
と
詔

　
　
り
た
ま
ひ
て
、
追
ひ
廃
ひ
た
ま
ふ
時
に
、
此
処
に
迫
次
き
ま
し
き
。
故
、
来
次
と
い
ふ
。

　
・
城
名
樋
山
　
郡
家
の
正
北
一
里
一
百
歩
な
り
。
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
、
大
穴
持
命
、
八
十
神
を
伐
た
む
と
し
て
城
を
造
り
ま
し
き
。

　
　
故
、
城
名
樋
と
い
ふ
。
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た
だ
し
井
上
氏
は
、
西
部
の
勢
力
が
均
衡
を
破
っ
て
東
部
に
進
出
し
、
統
合
し
た
が
、
七
世
紀
末
に
は
大
和
政
権
の
武
力
介
入
が
あ
り
、

出
雲
全
体
が
大
和
に
服
属
し
た
と
の
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
西
部
の
勢
力
が
一
時
東
部
の
勢
力
を
統
合
し
た
事
実
が
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
ま
で
は
｝
概
に
は
言
え
な
い
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
六
世
紀
に
は
東
西
に
山
代
二
子
塚
古
墳
と
大
念
寺
古
墳
が
出
現
す
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
緊
張
し
た
関
係
が
保
た
れ
て
い
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
渡
辺
氏
は
六
百
年
前
後
に
東
部
に
山
代
方
墳
が
造
ら
れ
た
時
期
に
は
、

西
部
で
は
古
墳
が
造
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
山
代
方
墳
に
よ
っ
て
東
部
側
が
単
独
覇
権
を
確
立
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
9
）
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
代
の
方
墳
の
被
葬
者
は
蘇
我
氏
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
山
代
方

墳
も
蘇
我
氏
と
の
結
び
つ
き
の
中
で
造
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
出
雲
全
域
が
統
合
さ
れ
、
一
首
長
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
大
和
政
権
の
介
入
が
あ
っ
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
・
窺

ま
た
、
そ
の
大
和
政
権
に
よ
っ
て
出
雲
全
域
の
統
轄
を
認
め
ら
れ
た
の
が
、
東
部
側
の
勢
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
出
雲
東
西
の
勢
力
の
変
遷
を
見
た
時
、
中
部
地
域
の
大
原
郡
と
い
う
地
域
が
、
常
に
出
雲
東
西
と
大
和
の
動
き
の
影
響
を
受
け

て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　
こ
こ
ま
で
、
出
雲
国
内
の
大
原
郡
と
い
う
一
地
域
に
注
目
し
、
そ
の
土
地
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
こ
で
改
め
て
記
紀
を
見
れ
ば
、

ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
に
お
い
て
ス
サ
ノ
ヲ
が
降
り
立
っ
た
場
所
が
「
出
雲
大
川
」
の
上
流
で
は
な
く
、
「
斐
伊
川
」
の
上
流
と
記
さ
れ
て
い

る
理
由
が
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
大
原
郡
の
周
辺
地
域
は
、
時
と
し
て
出
雲
東
西
の
勢
力
が
拮
抗
す
る
場
と
も
な
っ
た
。
ま
た
、
大
和
の
側
か
ら
見
れ
ば
こ
の
地
域
に
は
、

出
雲
東
西
の
有
力
な
首
長
の
本
拠
地
や
玉
作
へ
赴
く
た
め
の
主
要
な
道
が
通
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
地
域
は
出
雲
全
域
を
掌
握
す
る
た

め
に
も
肝
要
な
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
古
く
か
ら
大
和
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
出
雲
に
お
い
て
は
地
域
ご
と
に
呼
び
名
が
異
な
っ
て
い
た
こ
の
川
の
総
称
は
、
大
和
の
側
の
人
々
に
と
っ
て
み
れ

ば
、
古
く
か
ら
な
じ
み
の
深
か
っ
た
大
原
郡
で
の
呼
び
名
、
「
斐
伊
川
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
で
は
、
こ
の
川
の
上
流
に
あ
た
る
横
田
川
・
室
原
川
、
ま
た
下
流
に
あ
た
る
出
雲
大
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川
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
謂
は
ゆ
る
斐
伊
の
河
の
上
な
り
。
」
、
「
此
は
則
ち
謂
は
ゆ
る
斐
伊
の
大
河
の
上
な
り
。
」
、
ま
た
「
此
は
則
ち
、
謂

は
ゆ
る
斐
伊
の
川
の
下
な
り
。
」
と
い
う
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
明
が
わ
ざ
わ
ざ
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な

わ
ち
、
出
雲
の
側
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
「
斐
伊
川
」
と
い
，
2
危
前
は
地
元
で
は
決
し
て
こ
の
川
全
体
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で

は
替
か
っ
た
こ
と
が
、
さ
り
げ
な
く
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

10

注本
論
に
お
け
る
引
用
は
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
新
装
版
『
風
土
記
』
に
拠
る
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
1
）
拙
稿
1
「
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
神
話
の
形
成
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
第
二
十
六
号
』
二
〇
〇
一
年
三
月
十
五
頁
～
二
七
頁
、

　
　
　
拙
稿
H
「
剣
に
よ
る
国
土
平
定
の
伝
承
と
物
部
氏
」
『
古
代
中
世
文
学
論
考
　
第
十
二
集
』
新
典
社
二
〇
〇
四
年
五
月
三
九
頁
～
四
八

　
　
　
頁

（
2
）
村
山
前
掲
稿
1
、
H
、
拙
稿
「
フ
ツ
ヌ
シ
神
話
と
物
部
氏
」
『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
9
』
二
〇
〇
〇
年
九
月
一
一
七
頁
～

　
　
　
一
一
八
頁

（
3
）
水
野
祐
氏
『
古
代
の
出
雲
と
大
和
』
大
和
書
房
一
九
七
五
年
十
二
月
六
七
頁
～
七
四
頁
（
引
用
は
七
三
頁
～
七
四
頁
）

（
4
）
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
二
三
六
頁
脚
注
参
照
。
な
お
、
方
角
で
は
な
く
里
程
に
誤
写
が
あ
っ
た
と
し
て
旧
郡
家
を
飯

　
　
　
石
郡
内
（
往
古
の
時
に
は
そ
の
地
も
大
原
郡
に
含
ま
れ
て
い
た
と
推
足
）
に
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
内
田
律
雄
氏
「
『
出
雲

　
　
　
国
風
土
記
』
大
原
郡
の
再
検
討
（
一
ご
『
出
雲
古
代
史
研
究
　
第
五
号
』
一
九
九
五
年
七
月
）
、
屋
裏
は
額
田
部
臣
と
い
．
つ
有
力
な
一

　
　
　
族
の
本
拠
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
こ
で
は
や
は
り
「
東
北
」
と
解
し
た
い
。

（
5
）
関
和
彦
氏
「
出
雲
国
大
原
郡
に
見
る
古
代
の
地
域
像
i
雲
南
古
代
史
研
究
へ
の
視
点
⊥
『
出
雲
古
代
史
研
究
　
第
九
号
』
出
雲
古
代

　
　
　
史
研
究
会
一
九
九
九
年
七
月
一
頁
～
十
二
頁
（
引
用
は
二
頁
、
七
頁
）

（
6
）
寺
村
光
晴
氏
『
古
代
玉
作
形
成
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
一
九
人
○
年
十
二
月
一
九
一
頁
～
二
七
二
頁

　
（
7
）
渡
辺
貞
幸
氏
「
古
代
出
雲
の
栄
光
と
挫
折
－
荒
神
谷
遺
跡
と
激
動
の
時
代
の
部
族
連
合
」
直
木
孝
次
郎
氏
責
任
編
集
『
日
本
古
代
史

　
　
　
④
王
権
の
争
奪
』
集
英
社
一
九
八
六
年
二
月
九
五
頁
～
，
一
二
八
頁

　
（
8
）
井
上
実
氏
「
出
雲
風
土
記
大
原
郡
神
原
の
郷
の
伝
承
1
地
名
起
源
説
話
解
明
の
一
つ
の
途
⊥
『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要
第
二
四
集



　
　
国
語
・
国
文
科
編
』
一
九
七
七
年
二
月
一
頁
～
十
頁
（
引
用
は
七
頁
）

（
9
）
渡
辺
貞
幸
氏
「
律
令
以
前
の
「
出
雲
国
」
1
考
古
学
か
ら
み
た
政
治
史
－
『
出
雲
古
代
史
研
究

　
　
七
月
一
〇
五
頁
～
一
〇
七
頁

第
七
・
八
合
併
号
』
一
九
九
八
年

1
1


